
事  務  連  絡 
平成２７年２月 ２日 

 
 
   関係建設業団体、建設業者各位 
 

近畿地方整備局 建政部 建設産業課長 
 

 
   公共工事の品質確保の促進に関する法律第22条に基づく発注関係事務の運用に関する指針 

（運用指針）についての説明会の開催について 

 
平素は、国土交通行政にご理解、ご協力いただきありがとうございます。 
さて、昨年6月4日に公布・施行された改正後の公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法

律第１８号）第２２条に基づく発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）については、地方公共団体、

学識経験者、民間事業者その他の関係者の意見を聴きながら、作成作業を進めさせていただいたところです。 

運用指針が適用される平成２７年４月１日から公共工事の発注業務を適切に実施するためには、発注者で

ある地方自治体と同時に、受注者となる建設業者においても運用指針の内容を適切に理解することが、円滑

な入札・契約の実施、ひいては公共工事の円滑な施工確保にも資するものと考えております。 

つきましては、建設業団体、建設業者を対象に、下記のとおり発注関係の運用指針についての説明会を開

催致しますので、ご案内申し上げます。 
 

記 

 
１． 日時及び場所 

別紙「開催一覧表」のとおり 

 

２． 内容 

発注関係事務の運用に関する指針について 

 

３． その他 

説明会への参加を希望する場合は、別添に必要事項を記載のうえ、大阪会場・福井会場をご希望の

場合は2月10日（火）午前中までに、その他の会場をご希望の場合は2月25日（水）午前中までに、

メールまたはＦＡＸにて、下記担当者に連絡願います。 

会場の広さに限りがありますので、各団体・業者２名以内でお願いします。また、応募状況により、

締切り前に受け付けを終了させていただく場合がありますのでご了承願います（受け付け終了後の応

募者には、当方からその旨連絡させていただきます）。 

同日に地方公共団体への説明会を別途開催させていただきます。 

 

（担当）近畿地方整備局 建政部 

   建設産業課 課長補佐 白川 信之 
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